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総人口：10,723人（＋24）
　　男：5,327人（＋9）
　　女：5,396人（＋15）
世帯数：4,005世帯（＋21）
（平成29年8月末現在）

男女共同参画推進事業　ぱぱっとランチ男女共同参画推進事業　ぱぱっとランチ
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＊前田相談員は、小学校・中学校などで相談活動を行っています。

「子育てワンポイントアドバイス」

　社会であれ家庭であれ、人とかかわる中でお互い良い思いばかりで毎日過ごせるなんてことあるでし
ょうか。きっと無いと思います。どちらかが我慢したり遠慮したりし合うのが人付き合いというもので
す。そんな中で嫌な思いや腹が立つ事もあって当然です。大人だって親だって人間ですから感情の起伏
もあります。
　しかし、それを人に向けて文句や悪口を言ってばかりいるのは、裏を返せば「あなたは人の言動に文
句をつける、否定的な人」というレッテルを貼られる可能性もあります。そして、「そういう人」に対
しては同じ様な対応が返ってくる可能性が高いという事です。
　また、例えば親子関係でその日の気分で八つ当たりする事が日常化してしまったとしましょう。子ど
もにとって人間関係の基本を学ぶのは親（保護者）からであり、いつしか友だちにも同様の態度をとる
かもしれず、親にさえ八つ当たりするようになるかもしれません。
　「自分のイメージを縮小させるような言動」つまりネガティブ（否定的な）思考でいるということは、
物事が良い方向に進みにくいということにつながります。この様に自分のイメージを悪くするような言
動は自分に跳ね返ってくるので、「自分のイメージを拡大させるような言動」つまりポジティブ（前向
きな）思考を常々心掛けたいものですね。

第142回　『日頃から自分のイメージを縮小させるような言動（文句や悪口を言う、
　　　　　  愚痴る等）をとっていないでしょうか？そのような言動の一つ一つが
　　　　　 あなたに鏡のように返ってくることを忘れないでください。 ～辻秀一～』
　　　　　　　　　　 　　　  　　　　　　　　　　  こころの相談員  前田　里美

紙のスプーン曲げ瞬間クリップつなぎ 

マジック教室

あさひっ子クラブ、おうかんっ子クラブ学童

マジックショーに大興奮！

曲がれ曲がれ！

「ジャーン」

鳩がうさぎに変身！

「0.1㎜、耳が伸びたよ」
と見せたら、「ほんとや
ー、耳がちょっと伸びて
きたー」と可愛い声も聞
かれました。

子育て支援連絡
協議会プチボラ

事業

（うさぎに変わる途中経過）
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朝日町食生活改善推進協議会　クッキングプラザ

フルーツミックスかん

材料（4人分）

作 り 方

＊最終ページに子育て健康課の子育て事業を掲載していますので、ご覧ください。
＊お問い合わせは、各担当者にご連絡ください。

日　 程 時　   間 事　業　名 内　　　容 対　 象 場　  所 予約 担　    当

9:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10/13㈮･17㈫・
20㈮･24㈫･
27㈮・31㈫・
11/2㈭・7㈫・
10㈮

10/18㈬

11/2㈭・9㈭

ほっとくらぶ
(377-3522)

社会福祉協議会
(377-2941)

ほっとくらぶ

児 童 館

不 要

要予約

発 達 が
ゆっくりの
子 ど も と
保 護 者

未 就 園 児

茶 話 会

集 団 遊 び な ど

スキンシップ・
ストレッチなどの
遊 び

あ そ び 場

親子ふれあい事業

ほ っ と す る
親 の 会

親子で作れる簡単デザートです。

①フルーツミックス缶をざるにあけ、フルーツとシロッ
プにわける。
　フルーツを２～３㎝の大きさに切る。
②シロップと水を合わせて400ccになるよう調節し、鍋
にいれ、火をつける前に粉寒天とグラニュー糖とレモン
汁を入れ、しっかり混ぜる。
③鍋を火にかけ、フツフツとして来たら弱火にしてさら
に、混ぜながら２分程沸騰させる。
④粗熱をとったあと、フルーツを入れ、型に流し入れて
冷やし固める。

フルーツミックス缶………………………3缶（正味300g）
粉寒天………………………………………………………4g
グラニュー糖…………………………………………大さじ2
レモン汁………………………………………………大さじ1
水………………………………………………………300cc
缶のシロップ…………………………………………100cc

エネルギー
37.9kcal

たんぱく質
1.9g

脂　　　質
0.6g

塩　　　分
0.0g
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決算額

 歳出
42億
6,172万円

　 歳入
　44億
7,473万円

　　差引額
2億1,301万円

●町民一人あたりの行政経費

平成２８年度決算

大 切 な 税 金 の 使 い み ち

議会費など 15,832円

民生費 118,875円

総務費 94,832円

教育費 51,897円

土木費 50,339円

公債費 27,250円

衛生費 22,684円

消防費 18,227円

一般会計・特別会計・水道事業会計の
総支出額は６７億３７万円（前年度比△３.６％）

※（　）内は前年度比

※（　）内は前年度比

※（　）内は前年度比

※１万円未満四捨五入
※構成比の総計が100％になるよう調整

6億6,327万円
1億3,200万円
11億8,279万円

6,623万円
2,155万円

20億6,584万円

(0.9%増)
(11.3%減)
(8.5%増)
(5.1%増)
(13.9%増)
(6.0%増)

納　税　額
歳　出　額

納　税　額
歳　出　額

193,866円
399,936円

(4.8%増)
(4.8%減)

521,019円
1,074,835円

(4.3%増)
(5.2%減)

町 民 税（ 個 人 ）
町 民 税（ 法 人 ）
固 定 資 産 税
町 た ば こ 税
軽 自 動 車 税 ほ か
　 合 　 計 　

一　般　会　計

民生費
12億6,673万円
（29.7％）町税

20億6,584万円
（46.2％）

繰越金
2億6,875万円
（6.0％）

国庫支出金
3億9,801万円
（8.9％）

地方交付税
4億9,953万円
（11.2％）

町債
2億6,960万円
（6.0％）

県支出金など
6億696万円
（13.5％）

教育費
5億5,301万円
（13.0％）

総務費
10億1,053万円
（23.7％）

土木費
5億3,641万円
（12.6％）

衛生費
2億4,172万円
（5.7％）

公債費
2億9,038万円
（6.8％）

消防費
１億9,423万円
（4.6％）

議会費など
1億6,871万円
（3.9％）

繰入金
3億6,604万円
（8.2％）

１ 世 帯 あ た り

町 民 １ 人 あ た り町　税　の　内　訳

　平成28年度の一般会計・特別会計・水道事業会計の決算が９月議会で認定されましたので報告します。
　中学校再生可能エネルギー導入事業、朝日町資料館耐震改修事業、町道整備等の大規模事業を行いつつ、福祉、環境、
防災等の事業も積極的に推進しました。
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公営企業会計（法適用分）

※実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率及び資金不足比率は、数値が存在しないため「－（ハイフン）」となっています。
※早期健全化基準・経営健全化基準は「財政の悪化（イエローカード）」を、財政再生基準は「財政の破たん（レッドカード）」をあらわす基
準値で、健全化判断比率・資金不足比率がこれらの基準値を超えた場合には、国からの健全化に向けた取り組みが指導されます。

「財政健全化法」とは、財政の健全さを計る下記の指標を導入し、再建の枠組みを定め
た法律で、これまで対象から外れていた国民健康保険などの特別会計や事業会計、さら
には土地開発公社などの会計もチェックされています。本町の健全化判断比率などの状
況は、全ての指数が基準を大きく下回っているため、財政の健全性が保たれています。

●公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている
事業で、地方公営企業法の適用を受けるものとして、当
町には１会計あります。

●特別会計とは、特定の事業を行う場合に一般会計と区分
している会計で、当町には５会計あります。

特 　 別 　 会 　 計

町　債　の　状　況

問い合わせ先　総務課　TEL 377－5651　FAX377－2790

－財政健全化法－
健全化判断比率
について

基　金　の　状　況

会　計　名 歳入決算額 歳出決算額 差引額

歳入決算額 歳出決算額 差 引 額

△は不足額。不足額は留保資金等で補てんしました。
※１万円未満四捨五入

会　 計　 名

水道事業

合　　　計

早期健全化基準 財政再生基準
比率

（単位：％）
基　準　値（単位：％）

指　　　　　標 指　標　の　説　明

実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

資 金 不 足 比 率
（水道・下水道事業）

一般会計を対象とした実質赤字の標
準財政規模に対する比率
全会計を対象とした実質赤字の標準
財政規模に対する比率
一般会計が負担する元利償還金等の
標準財政規模に対する比率
一般会計が将来負担すべき実質的な
負債の標準財政規模に対する比率
資金不足額（赤字額）の事業規模に
対する比率

－

－

6.6

－

－

15.00

20.00

25.0

350.0

（経営健全化基準）
20.00

20.00

30.00

35.0

健
全
化
判
断
比
率

2億3,321万円
1億4,299万円
3億7,620万円

3,270万円
△9,539万円
△6,269万円

2億6,591万円
4,760万円

3億1,351万円

収益的
資本的

507万円
7億9,414万円
5億8,837万円
1億1,246万円
5億6,241万円
20億6,245万円

381万円
5,216万円
3,909万円
621万円
1,201万円

1億1,328万円

墓地公園特別会計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
公共下水道事業特別会計
　 合 　 計 　

町民１人あたりの借入金残高　718,910円 町民１人あたりの基金残高　201,824円

※１万円未満四捨五入

888万円
8億4,630万円
6億2,746万円
1億1,867万円
5億7,442万円
21億7,573万円

積立基金
19億5,528万円
（90.9％）

（うち財政調整基金）
10億9,792万円
（51.1％）

定額基金
1億9,536万円
（9.1％）

基金総額
21億5,064万円

下水道事業債
26億8,910万円
（35.1％）

その他
27億6,420万円
（36.1％）

衛生債
2億6,290万円
（3.4％）

土木債
1億7,860万円
（2.3％）

教育債
8億9,433万円
（11.7％）

合計
76億6,071万円

一
 般
 会
計

　 公
 営
事
業
  会
　 計

水道事業債
8億7,158万円
（11.4％）
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あなたの目は疲れてませんか？
　毎年10月10日は「目の愛護デー」として目の健康に関する活動が行われています。
　パソコンやテレビだけでなく、スマートフォンの普及で現代では目を酷使すること
も増え「疲れ目」の人が多いと言われています。

疲れ目の原因は・・・？
＜生活習慣＞
　パソコンやスマートフォンが普及し、近くを見つめ続ける作業は目を酷使します。
＜ストレスや睡眠不足＞
　不規則な生活や睡眠不足は、目の疲労回復も遅らせます。また過度なストレスは自律神経の働きを乱し
血行不良なども引き起こしてしまい、目の疲れの原因の一つとなるのです。
＜近視・遠視＞
　目に合っていない眼鏡やコンタクトレンズは眼精疲労の原因となってしまいます。
＜ドライアイ＞
　パソコンなどの長時間の使用やコンタクトレンズの使用は目が乾きやすくなりますので、ドライアイに
なりやすい状態です。ドライアイでも、目が疲れるといった症状を起こす場合があります。

疲れ目のセルフケア
　疲れ目はその原因を取り除かないと根本的な解決には繋がりませんが、自宅でセルフケアを行うことで
症状を改善することができます。
＜意識してまばたきをする＞
　パソコンなどは画面に集中するため瞬きの回数が減り、ドライアイを引き起こしてしまいます。意識し
て瞬きの回数を増やしドライアイにならないようにしましょう。
＜コンタクトレンズの使用を控える＞
　コンタクトレンズは目が乾きやすくなる素材もあり、裸眼状態と比べると目の負担はかなり大きいと言
えます。疲れ目だけではなく目の調子が悪い時などはなるべく使用は控え、眼鏡にして目を休めてあげる
とよいでしょう。
＜環境を見直す＞
　パソコンを使用する時の距離など作業距離は近ければ近いほど目の調節力を使うため疲れやすくなりま
す。また、部屋が暗いとよく見えないために、顔を近づけてしまい、その結果作業距離が短くなってしま
います。部屋の明るさなどを考慮することもとても大切です。
＜蒸しタオルで目を温める＞
　目を温めることで目の周りの血行が良くなり筋肉のコリをほぐします。目が疲れたなと感じたら目を温
めて血行を促してあげましょう。

　日常生活をちょっと意識するだけで疲れ目を改善することができます。しかし、ドライアイや近視など
の屈折異常が原因の場合は、これらのセルフケアは一時しのぎにしかなりません。疲れ目の症状が長く続
く時は、目の異常が隠れていないか一度眼科受診をしましょう。



広報あさひ/2017/10 7

　朝日町では、下記の対象者に対して、インフルエンザ予防接種費用の助成を行います。
　インフルエンザワクチンを接種する事で、症状が軽くなる、重症化を防ぐなどの効果があります。
体調の良いときに忘れずに接種してください。
　個別でのご案内はしておりません。ご不明な点は、子育て健康課（TEL 377－5652）までお問い合
わせください。

高齢者インフルエンザ予防接種助成のご案内

接種期間　10月15日（日）～ 平成30年１月31日（水）

朝日町に住民登録のある方で
　①接種日に満65歳以上の方
　②60～64歳の方で
　　心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
　　能の障害により、身体障害者手帳１級に該当される方又は同程度と医師が判断した
　　方

自己負担額　1,200円
　助成は年１回のみです。２回目以降は全額自己負担となります。
　　　注）対象者のうち生活保護世帯の方は無料です。接種する前に『保護決定通知
　　　　　書』または『生活保護受給証明書』など受給を証明できるものを持参し、子
　　　　　育て健康課窓口までお越しください。
　　　　　確認後、無料接種用の予診票をお渡しします。
　　　　　なお、接種後に保護決定通知書など受給を証明できるものを提示されまして
　　　　　も自己負担金を払い戻すことはできませんので、ご了承ください。 

１．医療機関に接種の問合せをする。
　　（医療機関によっては予約が要らない場合があります）
２．医療機関に置いてある「接種者説明書」をよく読み、予診票を記入し、医師
　　の診察・説明後、必要性を理解した上で接種してください。

１．かかりつけ医にワクチンを接種してもよいか確認をする。

接 種 方 法

接種する前に
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対 象 者

接種費用
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流れ 関連

朝日町空家等対策計画の策定

空家等実態調査 アンケート調査

パブリックコメント

　近年、既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズや社会構造の変化等に伴い、空家等が年々増加
しています。
　空家等については、個人の財産として、所有者等自らが責任を持って適切に管理すべきものである
との考え方から、これまで行政として対応する範囲や方策は極めて限定的であり、限界がありました。
しかしながら、この中には適切に管理が行われず放置されている空家等が、安全性の低下、公衆衛生
の悪化、景観の阻害等、多岐にわたり問題を引き起こしています。
　このような中、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。
以下、「空家法」といいます。）」が議員立法により成立し、平成27年５月26日から全面施行されま
した。空家法第４条では、「市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基
づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものと
する。」と規定しています。
　本町においては、平成27年度に町内の空家等の実態を把握するため空家等実態調査を行い、平成28
年度には、「朝日町空家等対策計画」（以下「本計画」という。）を策定し、空家等対策を総合的か
つ計画的に実施することとしました。
　本計画を推進し、より皆様に情報提供できる様、今月号から12月号にかけて本計画の内容（第１章
～第４章）について発信してまいります。今月号は朝日町空家等対策計画の第１章（計画の趣旨）か
ら第２章（空家等の現状と課題）について紹介させていただきます。
　本計画を策定するにあたっては、空家等実態調査（空家等の特定・外観調査）やアンケート調査
（所有者等・町民）などを行うとともに、町長、学識者、各種団体などからなる朝日町空家等対策協
議会の意見を踏まえ、以下の手順により策定しました。

※１【朝日町空家等対策庁内検討委員会】
　　空家等の実態調査等を基に、各部局（庁内関係各課・室の選任職員）の課題整理を行いました。
※２【朝日町空家等対策協議会】
　　朝日町空家等対策庁内検討委員会にて課題整理された計画内容を基に朝日町空家等対策協議会委員
　　（町長、学識者、各種団体など）において本計画を策定しました。

朝 日 町
空 家 等
対 策
庁 内
検討委員会

※１

朝 日 町
空家等対策
協 議 会

※２

計 画 内 容 の 検 討

課 題 の 整 理

朝日町空家等対策の
推進に向けて



広報あさひ/2017/10 9

【問い合わせ先】　産業建設課　TEL 377－5658

第２章　空家等の現状と課題

第１章　計画の趣旨

■朝日町における空家等の内訳
　　　　　　　　　　（Ｈ27現地調査）

問題点　　近隣への悪影響　　地域への悪影響　　行政としての対応が困難　　今後の空家等の増加

課題　空家等を発生させない予防対策　管理不全空家等の対策　まちづくりと調和した空家等の利活用

優良空家等
123戸
72.8%

管理不全空家等
46戸
27.2%

特定空家等の候補等
0戸
0.0%

居　　住 空家発生 管理不全空家

放置

②空家等の発生要因
［所有者の要因］利活用や除却の意向がない
［中古市場の要因］中古住宅のニーズのミスマ
　　　　　　　　　ッチ
［地域（立地）の要因］生活利便性が良くない
［法制度の要因］更地の固定資産税が高くなる
　など

③長期化・管理不全の要因
・所有者としての意識が低い
・遠方に住んでおり十分な管理ができない
・除却費用・維持管理費用の捻出困難
・空家等に関する情報や知識の不足
・所有者（相続人）を特定できない
　など

①空家等の発生機会
・所有者等の転居・入院
・居住者の施設入所
・住宅を相続したが居住
　しない
　など

使用

［計 画 の 目 的］
　　防災、衛生、景観等に係る地域住民の生活環境の保全を図り、安全で安心に暮らせるまちづくりを
　推進することを目的に、空家法に基づき、本町が取り組むべき空家等対策の基本的な考え方を示すも
　のです。
［計画の位置づけ］　空家法第６条に規定する空家等対策計画
［対　象　地　区］　町内全域
［計　画　期　間］　平成29年度～平成33年度までの５年間

●現地調査の結果
　・町内における空家等の総数は169戸
　・優良空家等が約７割を占め、特定空家の候補はない
　・高齢化率の高い地域で空家等率が高い傾向にある
　・樹木や雑草の繁茂が問題となっている空家等が多い

●所有者アンケート調査の結果
　・空家等の発生要因は、所有者の転居、入院、相続が多い
　・所有者の６割が高齢者
　・空家等の利活用に関心のない所有者が多い
　・管理に負担を感じる人が多い

●町民アンケート調査の結果
　・望ましい空家等の利活用は「新しく人が住む」が６割
　・空家等の利活用や除却に関する情報提供や相談窓口の
　　設置を望む声が多い

N=169
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　平成29年８月28日、朝日町と日本郵便株式会社（四日市郵便局及び朝日郵便局）は、住民が安心
して暮らせる地域社会づくりに資することを目的とした「地域における協力に関する協定」及び、万
一の大規模災害発生時に、被災者への郵便物の配達等を円滑に行っていただくための「災害発生時に
おける協力に関する協定」を締結しました。

「地域における協力に関する協定」及び
「災害発生時における協力に関する協定」

朝日町戦没者を追悼し平和を祈念する式典
平成29年度

問い合わせ先
保険福祉課　TEL 377－5659

を締結しました！

【協力事項】
■『地域における協力に関する協定』
　日本郵便株式会社は、朝日町内における業務中、次に掲げる場合には、業務に支障のない範囲で、
朝日町に情報を提供することにより、朝日町に協力するものとする。
（1）高齢者、障がい者、子どもその他の朝日町の住民等の何らかの異変に気づいた場合
（2）道路の異状を発見した場合
（3）不法投棄が疑われる廃棄物等を発見した場合

■『災害発生時における協力に関する協定』
　朝日町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することがで
きる。
（1）緊急車両としての車両の提供
（2）朝日町又は日本郵便株式会社が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成
　　　した避難先リスト等の情報の相互提供
（3）郵便局ネットワークを活用した広報活動
（4）災害救助法適用時における郵便業務にかかる災害特別事務取扱及び救護対策
　　　㋐ 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
　　　㋑ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
　　　㋒ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
　　　㋓ 被災地宛て寄附金を内容とする郵便物の料金免除
（5）避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこ
　　　れらを確実に行うための必要な事項
（6）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱
（7）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項

1趣　旨
　　　先の大戦において、戦没された方に対して哀
　　悼の意をささげ、その冥福と恒久平和を祈念す
　　るために「朝日町戦没者を追悼し平和を祈念す
　　る式典」を行ないます。

2期　日
　　　10月31日（火）　13時30分から

3会　場
　　　朝日町保健福祉センター　ホール

4参列者　
　　　遺族、来賓、朝日町在住の方

日本郵便
株式会社

と
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日　時：11月12日（日）10時～12時　
場　所：保健福祉センター　１階　ホール１,２　(朝日町小向891番地５)
講　師：武藤　裕衣（むとう　ひろえ）さん
参加費：無料（整理券を配布します）
　　　　※整理券は10月11日（水）より企画情報課で配布。
　　　　　お一人様２枚まで、空席があれば当日参加もＯＫです。
定　員：先着100名程度
託　児：無料（要予約・３ヶ月～未就学児・先着10名程度）
　　　　※10月23日（金）までにお申込ください。
託児申込・問い合わせ先：企画情報課　TEL 377－5663

男女共同参画
講演会

「目に見えないものの大切さ」
～放射線・教育・男女共同参画～

鈴鹿医療科学大学　准教授の武藤氏をお迎えして講演を開催します。
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防災講演会
　９月３日（日）10時から朝日町保健福祉センターで平成29年度朝日町防災講演会を開催しました。
　講師には、三重県防災対策部　防災企画・地域支援課　地域支援班　防災技術指導員の岩本久美氏を
迎え、「災害に備えて」と題して講演を行いました。
　講演会には、地域住民、自主防災隊、消防団員等142名と多くの参加があり、自然災害時について、
改めて自分の身は自分で守る「自助」、地域で助け合う「共助」の大切さを認識させられる貴重な講演
を参加者は真剣な表情で聞いていました。

男女共同参画推進事業「ぱぱっとランチ」
　９月３日（日）、保
健福祉センターにて男
女共同参画推進事業
「ぱぱっとランチ」が
開催され、６家族15名
が参加しました。参加
者は、男女の職業に関
するワークショップや、
ワンプレートランチ作
りを楽しんでいました。

寄付
朝明商工会女性部　様　 災害備蓄保存パン　72缶
　「地域の皆様に防災意識を広く伝えるため」と
寄贈いただきました。

敬老会
　９月18日（月・祝）、保健福祉センターにて
敬老会が行われ、約300名の参加者で賑わいま
した。
　第１部の「歌
謡ショー」では
会場が大いに盛
り上がり、第２
部の式典では白
寿者の方１名、
米寿の方31名、
喜寿の方84名に
記念品が贈呈さ
れました。

講演の様子 展示品コーナー

（記念品贈呈の様子）

（ワークショップの様子） （みんなでおいしくいただきました）
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　８月22日に飯田德男さん
（小向）が95歳の誕生日を迎
えられました。おめでとうござ
います。

長寿者褒賞

（飯田德男さん）

　９月７日に朝　まつゑさん
（縄生）が95歳の誕生日を迎え
られました。おめでとうござい
ます。

（朝　まつゑさん）

13

　９月６日に水谷一男さん（埋
縄）が95歳の誕生日を迎えら
れました。おめでとうございま
す。

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

　事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必
要です（所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象）。
　詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご覧いただくか、最寄りの税務署（所得
税担当）にお問い合わせください。

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】国税庁ＨＰホーム＞申告・納税手続＞所得税（確定申告書等作成コーナーはこちらから）＞
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について

ご長寿
おめでとうございます
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産業祭「ござれ市」開催のお知らせ

　朝日町内の商店や農家などが集まり、地場産品の販売をする産業祭「ござれ市」を下記のとおり開
催します。ぜひご来場下さい！！

◆日　時　11月５日（日）９時～12時まで（※雨天決行）
◆場　所　ＪＡ三重北朝日支店（柿2270）
　　　　　（※当日、混雑が予想されますので、お車でのご来場はお控えください）
◆内　容　産業分野（農業・商業）の物販
◆主　催　朝日町発展会
◆協　力　ＪＡ三重北朝日支店、朝日町

◆北勢地域若者サポートステーション出張相談in朝日（無料・要予約）

内　容：就労に対するさまざまな相談をお受けします。
対　象：15～39歳で無職の方（ご家族・関係者・在学中でも可）
日　時：10月25日（水）10時～12時
場　所：朝日町役場　相談室
問い合わせ・申込先：北勢地域若者サポートステーション　TEL 359－7280

問い合わせ先　産業建設課　TEL 377－5658

「ござれ市」の様子
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行政相談

　「行政相談」ってご存じですか？
　「行政相談」とは、国やＮＴＴなどの特殊法人等の仕事について、みなさんから
苦情や意見、要望をお聞きし、その解決の促進を図る制度です。
　総務省では、この行政相談制度をみなさんにもっとよく知っていただき、利用していただくため、10月
16日（月）から22日（日）までの一週間を「行政相談週間」として、全国的にいろいろな行事を行います。
　朝日町では、次のとおり「行政相談所：朝日町心配ごと相談」を開設します。
　年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。

　　と　　　き　10月20日（金）　13時～15時30分
　　と　こ　ろ　保健福祉センター「さわやか村」２階研修室
　　相談担当者　行政相談委員　渡邊裕二

　「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身近な相談相手です。ご相談
は無料で、相談者の秘密は固く守ります。
　なお、当日ご都合の悪い方は、次のところで行政相談に応じていますので、ご利用ください。　　

　　〒514－0033　津市丸之内26－８　津合同庁舎３階
　　総務省　三重県行政監視行政相談センター　行政監視行政相談課

　　０５７０－０９０１１０　平日８時30分～17時15分
　　（注）１　土・日・祝日・上記以外の時間帯は留守番電話で対応します。
　　　　　２　ＰＨＳ、ＩＰ電話などをご利用の場合は０５９－２２７－１１００
　　　　　３　ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいています。

《四日市市消防本部からのお知らせ》

　これからの季節は暖房器具を使うなど、火を使う機会が増えますので、次のことに気をつけて、火事を起
こさない環境をつくりましょう。
～火災の原因～
　平成29年８月末現在の四日市市消防本部管内で発生した火災は69件（前年比－４件）で、その主な原因
は、たき火、放火（疑い含む）、たばこです。

●住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
　　　　　　　　①寝たばこは、絶対やめる。
≪３つの習慣≫　②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　　　　　　　　③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
　　　　　　　　①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
　　　　　　　　②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
≪４つの対策≫　③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
　　　　　　　　④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

●もしものときに備えて
　住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりなどをふき取り
ましょう。また、住宅用火災警報器本体の交換目安は10年です。

■問い合わせ　四日市市消防本部予防保安課（TEL 356－2010、FAX 356－2041）

おこまりなら  ま る　　 ま る く じょー ひゃくとおばん

行政相談週間　10月16日（月）～22日（日）
困ったら　一人で悩まず　行政相談

秋の火災予防運動　11月９日～15日
火の用心　ことばを形に　習慣に
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一般

各施設等のマーク ごみ出しの日保健福祉センター

からだサプリ教室①

からだサプリ教室②

からだサプリ教室③

すくすく相談

再生（雑誌等）

すくすく相談

リサイクル運動

一般
健康料理教室

のびのび相談

埋立

のびのび相談
埋立

のびのび相談

2歳児歯科検診

埋立

のびのび相談

3歳6か月児健康診査

一般

一般

一般

名　　　称 日 時　　間 備　　　　　　　　考

健康事業内容

リサイクル運動
（毎月第3水曜日（祝日、雨天の場合は翌日））

収集場所　保健福祉センター駐車場
　　　　  （９時～13時まで）
出張場所　柿公民館
　　　　  （10時～11時まで）

※お申し込みは、子育て健康課（TEL 377－5652）保健師・看護師・管理栄養士まで

心配ごと相談（20、11/6）
毎回、保健福祉センター2階研修室
13時～15時30分まで

6

再生（新聞紙等）

1 231 329

23 2422 25

16 1715

26

4
一般

一般

心配ごと相談

心配ごと相談

7

(11月)

27

18 19

28

21

一般ごみ
火・金
11/2（木）

再生ごみ 埋立ごみ
木

11/6（月）

粗大ごみ

18（新聞紙等）11/1（雑誌等） 23（縄生）

広報無線がきこえにくいときは…
0120-251165（通話無料フリーダイヤル）
※火災等の緊急時は利用できない場合があります。

※朝日町役場に問い合わせの際は、ダイ
ヤル番号をよくご確認の上、お間違い
のないようおかけください。

対象：60歳以上で転ばない身体作りを目指す方、転倒・歩行に不安を感じる方。
（要予約）
内容：健康運動指導士による転倒予防の運動教室。（定員40名）
お問合先：保険福祉課（377－5659）
内容：血圧測定、検尿、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など
持ち物：健康手帳
対象：出産後２ヶ月以降から６ヶ月未満の産婦とその赤ちゃん（要予約）
内容：ダンスインストラクターによる産後エクササイズの教室
持ち物：汗拭きタオル、バスタオル、飲み物、室内用の運動靴
月齢７ヶ月以上の子どもの託児あり（定員先着10名）
内容：メタボ予防・高血圧予防を目的とした管理栄養士による調理実習の栄養教
室（要予約保険福祉課377－5659）
持ち物：エプロン、三角巾、筆記用具、参加費300円
内容：身体計測、保健相談、栄養相談
持ち物：母子健康手帳

内容：「落ち着きがない」「やりとりがうまくできない」「発達がゆっくり」
「集団生活がなじめない」など、臨床心理士によるこどもの発達に関する相談
（要予約） 

内容：「ことばがゆっくり」「どもる時がある」「発音が気になる」など、言語
聴覚士によることばの発達に関する相談（要予約） 
内容：相談支援事業所が相談を受けます。
ソシオTel（345－9016）／HANA Tel（320－2761）
内容：四日市障がい者就業・生活支援センタープラウの相談員が相談を受けます。 
Tel（354－2550）
内容：相談支援事務所が相談を受けます。
陽だまりTel（328－5881）／ブルーム Tel（329－5657）
内容：北勢福祉事務所の女性相談員がＤＶ・家庭問題などの相談を受けます。
Tel（352－0557）
内容：北勢児童相談所の相談員が子どもの発達・虐待・非行等の相談を受けます。
Tel（347－2030）
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